
竹原浄化センター汚泥収集運搬及び処分業務委託仕様書 

 

１　業 務 名　　竹原浄化センター汚泥収集運搬及び処分業務委託 

２　業務場所　　竹原浄化センター（竹原市下野町１１９８番地１２） 

３　委託期間　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

４　委託期間における収集運搬及び処分の予定数量　　３４２．５トン 

ただし、実際の収集運搬・処分の収量は、予定数量から増減する可能性がある。 

５　業務目的 

本業務は、竹原浄化センターから発生する汚泥脱水ケーキを搬出及び肥料化処理を

行い、竹原浄化センターの円滑な運転を図ることを目的とするものである。 

６　業務の内容 

⑴　下水汚泥の収集運搬業務 

ア　汚泥脱水ケ－キは、貯留ホッパの開閉操作により、受託者（以下「乙」という。）

の天蓋水密ダンプに積込み、乙の肥料化施設まで直接運搬するものとする。 

イ　汚泥脱水ケ－キの搬出量は、貯留ホッパ用計量器で計量した数量とする。ただ

し、計量器の故障等により計量できない場合は、竹原市（以下「甲」という。）と

別途協議するものとする。 

⑵　下水汚泥の資源化による処分業務 

ア　汚泥脱水ケ－キは、肥料化の原料以外に使用しないものとする。ただし、設備

故障等により肥料化処理ができない場合に限り、甲乙協議し産業廃棄物として焼

却処理等の適切な方法により処分できるものとする。 

イ　汚泥脱水ケ－キの貯留及び発酵は、不透水性の発酵槽及び上屋を備えた施設で

行い、周辺環境の保全を考慮して適切な臭気及び排水対策を講じるものとする。 

ウ　汚泥脱水ケ－キは、強制通気又は切り返し等による好気性発酵を行い、利用先

での取扱い上、衛生的で悪臭の発生及び植物への影響が発生しない安定した性状

のものとする。 

７　業務実施に当たっての留意事項 

⑴　搬出日時の指定 

汚泥脱水ケ－キの搬出日時は、甲が指定した日時とする。なお、甲が実施日を指

定するときは１週間前までに乙に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合

は、随時、乙に通知するものとし、可能な限り対応するものとする。 

⑵　汚泥脱水ケ－キ貯留状況 

ア　汚泥脱水ケ－キ貯留ホッパの容量は、４立方メートル×１基である。 

イ　本業務での汚泥脱水ケ－キ搬出量は、１回平均４トン未満である。 

ウ　汚泥脱水ケ－キの含水率は、約８３パ－セントである。 

⑶　汚泥脱水ケ－キ搬出車両は、臭気、汚水等が漏れない完全なる構造のものとする。 



⑷　乙は、本業務に必要な設備、車両等を適切に確保し業務の円滑な運営を図るもの

とする。 

８　提出書類 

乙は、予め甲に対し、次の書類を提出するものとする。なお、提出書類に変更が生じ

た場合にはその都度、変更書類を提出するものとする。 

ア　本業務に従事する従業員の氏名を記載した書類 

イ　本業務に使用する設備及び付帯設備の仕様、能力を記載した書類 

ウ　本業務に使用する車両の車種、登録番号を記載した書類と車検証及び任意保険証

の写し 

エ　産業廃棄物処分業許可証及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

オ　肥料取締法に基づく普通肥料登録証の写し 

カ　廃棄物の運搬経路図 

９　報告書類 

ア　汚泥脱水ケ－キ処理業務集計表（月報） 

イ　肥料化処理実績表（月報） 

ウ　その他　甲が必要に応じて求める報告書 

10　産業廃棄物管理票 

甲は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定に基づき産業廃棄物の搬出の都

度、産業廃棄物管理票に必要事項を記入して乙に交付する。乙は、甲から交付された

当該管理票に必要事項を記入し、運搬を終了した日から１０日以内、処分を終了した

日から１０日以内に該当する管理票を甲に提出しなければならない。 

11　甲の義務と責任 

甲は、乙が情報を有しないことにより不適切な処理が生じる恐れのある産業廃棄物

の収集・運搬及び処分を委託しようとする場合は、産業廃棄物の発生工程（形状、成

分、有害物の有無、臭気）、荷姿等の必要な情報を乙に通知するものとする。 

12　乙の義務と責任 

乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から処分の完了まで、

廃棄物処理法に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生した事故については、

その原因が甲の責めに帰す場合を除き乙が責任を負う。 

13　緊急事態発生時の対応 

⑴　乙は、設備機器等の重大な事故、故障等により下水汚泥の収集運搬及び処分が不

能となった場合、速やかに甲に報告しなければならない。また、処分が不能になっ

た場合に代替施設への運搬に要する経費が増加する場合は、乙の負担とする。ただ

し、風水害、地震等の自然災害による場合は、甲と乙の両者で協議して対処する。 

また、修理、点検等により、一時的に下水汚泥の収集運搬及び処分を中断する場

合には、甲にその旨を事前に書面により通知しなければならない。 



⑵　乙は、緊急事態発生時の内容及び対応措置について速やかに書面をもって報告し

なければならない。 

14　関係法令の遵守 

乙は、業務の実施にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、

道路交通法、計量法及び本業務に関係する諸法令、規則、通達等を遵守しなければな

らない。 

15　その他 

　本仕様書に記載のない事項については、甲と乙の両者で協議して対処する。 


